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平成15年9月 

 
 
1 追跡調査(モニタリング調査)について 

 
平成 14 年 6 月にとりまとめた環境影響評価書（以下、「評価書」という。）の総合的な評価におい

て、本博覧会事業による環境影響の程度は、総合的に回避または低減が図られているものと判断した。

評価書においては、事業による環境への影響を確認するため、追跡調査計画において定めるモニタリ

ング調査を実施し、著しい影響があると認められた場合には必要な措置を講じていくこととした。 

本報告書は、追跡調査計画に定める大気質、騒音、振動、水質、地下水、土壌汚染、植物及び動物

に関する平成 14 年度（平成 14 年４月～平成 15 年３月）の環境監視結果をとりまとめ、環境保全の

ための監視目標との比較を行ったもので、これにより、事業による周辺環境への影響の程度の把握及

び評価を行った。今年度以降、会期終了後の工事が完了するまでの期間、年に１回環境監視結果をと

りまとめて公表するものとする。 

 

 

2 事業実施状況 

 

会場建設工事の工程表を表 1に示す。なお、平成 15 年３月末までに直接改変域のほぼ全域において

造成工事が開始されている。3 月末において、造成工事は瀬戸会場が約 43％,長久手会場が約 30％完

了している｡ 

表1 会場建設工事の工程 
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工事種別 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

協会工区 造成・外構工事

ｹﾞｰﾄｿﾞｰﾝ
市民参加ｿﾞｰﾝ

施設建設工事

展示工事

国・県工区 造成・外構工事

国県出展ｿﾞｰﾝ
里山遊歩ｿﾞｰﾝ

施設建設工事

県道 展示工事

県道工事

北工区 造成・外構工事

東ｹﾞｰﾄ
北ｴﾝﾄﾗﾝｽ

施設建設工事

冒険広場
第一ｷｬﾝﾌﾟ場

展示工事

西工区 造成・外構工事

こいの池
西ｴﾝﾄﾗﾝｽ

施設建設工事

児童ｿﾞｰﾝ
ﾃﾆｽｺｰﾄ

展示工事

南工区 造成・外構工事

第一野球場
第二野球場

施設建設工事

展示工事

森林体感ｿﾞｰﾝ 園地整備等

その他 既存施設の解体工事

※工事時期は、実際の機械の稼動期間を示す。

 　平成14年度は実績、平成15年度及び16年度は予定を示す。

平成15(2003)年度 平成16(2004)年度

　

手

　

地区・工区

平成14(2002)年度
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3  追跡調査計画(モニタリング調査) 

 

評価書(平成 14 年６月)においては、以下の観点に該当する項目について事業による影響を確認す

るためにモニタリング調査を実施することとし、著しい影響があると認められた場合には必要な措置

を講じていくこととしている。 

① 工事車両による騒音や振動のようにその影響が予測でき、工事車両の分散化等によりその影響

の低減が期待できるが、不測の事態に備えて調査・監視を続けるもの 

② 植物への踏圧影響のように周知や防止策を講じることによりその影響を防ぐこととするが、そ

の効果に不確実性が残るもの 

③ 動物への工事や供用による騒音の影響のように、予測評価の前提とした事業の計画は定まって

いるが、科学的な知見等の集積が不十分で、その影響を予測することが難しく、その知見や事

例の蓄積が望まれているもの 

平成 14 年度においては、表２に示す項目についてモニタリング調査を実施した。 

なお、本事業は平成 14 年９月に着手されているため、本報告書では平成 14 年９月以降を事業着手

後として取り扱うこととした。 

 

 

表２  モニタリングを実施した項目一覧 

大気質等 気象・大気質 

騒音 一般環境騒音・沿道環境騒音 

振動 一般環境振動・沿道環境振動 

水質 放流河川水質・放流水濁度 

地下水 水位・水質 

土壌汚染 土壌汚染 

瀬戸会場 注目すべき植物種、シデコブシ 植物 

長久手会場 注目すべき植物種 

瀬戸会場 ムササビ、オオタカ、ハチクマ、アオゲラ等繁殖鳥類、

ハッチョウトンボ、ゲンジボタル、ギフチョウ 

動物 

長久手会場 オオタカ、アオゲラ等繁殖鳥類、カワセミ、注目すべき

魚類、ハッチョウトンボ・ベニイトトンボ、ギフチョウ
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4 調査結果及び評価 

 

本事業は平成 14 年 9 月 19 日に着手されているため、基本的には平成 14 年 9 月以降の調査結果は

本事業着手後と位置づけて、項目ごとに評価を行った。 

その結果、以下に示す項目を除き、評価書における環境保全のための監視目標を達成し、予測値、

環境基準値または規制基準値が存在する項目については、それらを下回る値であった｡ 

 

・ 沿道環境大気質の四季調査において、二酸化硫黄及び二酸化窒素が予測結果を上回る傾向にあ

り、二酸化窒素の及び浮遊粒子状物質の一部は環境基準値も上回ったが、広域の濃度変動を反映

していること、高濃度が観測された期間の本事業による工事車両の台数は一般車両の１％未満と

みられること等から、本事業の影響は小さいと考えられる｡ 

・ 地下水質において、一部観測井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の値および有機物等の値につ

いて本事業着手後に高い値が見られたが、平成 14 年度の会場整備事業において、長久手会場の主

な工事は解体工事や造成工事であり、施肥等の、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の値や有機物等の

値に影響を及ぼすような行為は行っていないことから、原因の特定はできなかった。 

・ 注目すべき植物種のうち一部の種に関して、本事業の工事が着手された平成 14 年９月の時点で

既に確認適期（開花期等）が終了していたため、事業による影響及び環境保全のための監視目標

の達成状況は平成 15 年度以降の調査で確認していくこととする。 

・ 注目すべき動物の大部分の項目（オオタカ、ゲンジボタル、ギフチョウ等）に関して、本事業

の工事が着手された平成 14 年９月の時点で既に生息及び繁殖の確認適期が終了していたため、事

業による影響及び環境保全のための監視目標の達成状況は平成15年度以降の調査で確認していく

こととする。 

 

したがって、平成 14 年度においては、本事業による環境への著しい影響はみられず、環境保全の

ための監視目標はおおむね達成されていると判断した。 

 

 

 

5   今後の対応方針 

 

今後も引き続きモニタリング調査を継続し、環境への著しい影響が明らかになった場合には、その

原因等について分析するとともに、必要に応じ専門家の意見を聴きながら、関係機関と調整して、事

業計画の変更も含めた適切な対策を講じるものとする。 
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